
瀬戸市告示第３８号 

 平成２８年瀬戸市告示第４２号（瀬戸市手数料徴収条例別表建築物のエ

ネルギー消費性能の向上等に関する法律第３４条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の項及び同法第３６条第

１項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数

料の項に規定する同法第３５条第１項各号に掲げる基準に適合すると市長

が定める機関及び当該基準に適合することを証する書類として市長が定め

る件）の一部を次のように改正し、令和８年４月１日から施行する。 

令和８年３月３１日 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

瀬戸市手数料徴収条例別表建築物のエネル 

ギー消費性能の向上等に関する法律第２９ 

条第１項の規定に基づく建築物エネルギー 

消費性能向上計画認定申請手数料の項及び 

同法第３１条第１項の規定に基づく建築物 

エネルギー消費性能向上計画変更認定申請 

手数料の項に規定する同法第３０条第１項 

各号に掲げる基準に適合すると市長が定め 

る機関及び当該基準に適合することを証す 

る書類として市長が定める件 

１ 市長が定める機関 

申請の区分 市長が定める機関 

一戸建て住宅（人の居

住の用以外の用途に供

する部分を有しないも

のに限る。以下同じ。

）に係る申請 

登録住宅性能評価機関

又は登録建築物エネル

ギー消費性能判定機関 

瀬戸市手数料徴収条例別表建築物のエネル 

ギー消費性能の向上等に関する法律第３４ 

条第１項の規定に基づく建築物エネルギー 

消費性能向上計画認定申請手数料の項及び 

同法第３６条第１項の規定に基づく建築物 

エネルギー消費性能向上計画変更認定申請 

手数料の項に規定する同法第３５条第１項 

各号に掲げる基準に適合すると市長が定め 

る機関及び当該基準に適合することを証す 

る書類として市長が定める件 

１ 市長が定める機関 

申請の区分 市長が定める機関 

一戸建て住宅（人の居

住の用以外の用途に供

する部分を有しないも

のに限る。以下同じ。

）に係る申請 

登録住宅性能評価機関 



共同住宅等に係る申請

（瀬戸市手数料徴収条

例（平成１２年瀬戸市

条例第１２号。以下「

条例」という。）別表

備考第９項第２号又は

第１２項第２号の規定

の適用を受ける申請を

除く。） 

登録住宅性能評価機関

又は登録建築物エネル

ギー消費性能判定機関 

共同住宅等に係る申請

（条例別表備考第９項

第２号又は第１２項第

２号の規定の適用を受

ける申請に限る。） 

住宅部分にあっては登

録住宅性能評価機関又

は登録建築物エネルギ

ー消費性能判定機関、

非住宅部分にあっては

登録建築物エネルギー

消費性能判定機関 

＜省略＞ 

備考  

＜省略＞ 

２ 法第３５条第１項各号に掲げる基準に適合す

ることを証する書類 

⑴ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第６

条第１項に規定する設計住宅性能評価書（建

築物全体に係る申請については、建築物全体

に係る評価に係るものに限る。）（日本住宅

性能表示基準（平成１３年国土交通省告示第

１３４６号）に規定する断熱等性能等級５、

６又は７及び一次エネルギー消費量等級６、

７又は８が表示されているものに限る。）の

写し 

 

 

 

 

 

共同住宅等に係る申請

（瀬戸市手数料徴収条

例（平成１２年瀬戸市

条例第１２号。以下「

条例」という。）別表

備考第９項第２号又は

第１２項第２号の規定

の適用を受ける申請を

除く。） 

登録住宅性能評価機関 

共同住宅等に係る申請

（条例別表備考第９項

第２号又は第１２項第

２号の規定の適用を受

ける申請に限る。） 

 

 

住宅部分にあっては登

録住宅性能評価機関、

非住宅部分にあっては

登録建築物エネルギー

消費性能判定機関 

＜省略＞ 

備考 

 ＜省略＞ 

２ 法第３５条第１項各号に掲げる基準に適合す

ることを証する書類 

⑴ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第６

条第１項に規定する設計住宅性能評価書（建

築物全体に係る申請については、建築物全体

に係る評価に係るものに限る。）（日本住宅

性能表示基準（平成１３年国土交通省告示第

１３４６号）に規定する断熱等性能等級５、

６又は７及び一次エネルギー消費量等級６（

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省

令の一部を改正する省令（令和４年経済産業

省・国土交通省令第１号。以下「改正省令」

という。）附則第２項又は第６項の規定によ

り改正省令による改正前の建築物エネルギー

消費性能基準等を定める省令（平成２８年経

済産業省・国土交通省令第１号）第１０条第



 

 

 

 

 

 

⑵ ＜省略＞ 

２号が適用される建築物であって、改正省令

の施行の日以後にする法第３６条第１項の変

更の認定の申請に係る建築物については、同

告示に規定する断熱等性能等級４、５、６又

は７及び一次エネルギー消費量等級５又は６

）が表示されているものに限る。）の写し 

⑵ ＜省略＞ 
  

 


